
選択科目    

答案用紙 

 

 
 

  

技術部門                   部門  

専門とする事項   

○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1 マスに 2文字を目安とする。 

受験番号 

問題番号  Ⅰ －      

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

← 解答する問題番号（１又は２）を点線の枠内に必ず記入すること。 

●受験番号、技術部門、選択科目、専門とする事項及び問題番号の

欄は必ず記入すること。 

Ⅱ ― １  

景 観 法 に 基 づ く 取 り 組 み を 実 施 主 体 ご と に 示 せ  
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○解答欄の記入は、1マスにつき 1文字とすること。なお、英字・数字は 1マスに２文字を目安とする。 

●答案用紙の解答欄の枠内に記載した解答のみ採点対象とします。                              24字×25字 

１  景 観 に 係 る 実 施 主 体  

景 観 形 成 は 、 建 築 行 為 な ど に 一 定 の 制 限 が 発 生 す る

た め 、 制 限 行 為 を 建 築 確 認 申 請 や 条 例 で 担 保 す る 地 方

自 治 体 、 制 限 を 受 け る 住 民 や 商 店 等 の 事 業 者 が 存 在 す

る ① 。 以 下 、 実 施 主 体 ご と の 取 組 を 述 べ る 。 ②  

 

（ １ ） 地 方 公 共 団 体  

① 良 好 な 景 観 形 成 を 図 る た め 、 景 観 行 政 団 体 と な り 、

景 観 計 画 を 策 定 す る 。  

② 景 観 形 成 を 担 保 す る た め ③ 、 建 築 物 又 は 工 作 物 に お

け る 高 さ の 制 限 な ど 、 景 観 形 成 基 準 を 定 め る 。  

③ 景 観 形 成 基 準 に 基 づ い た 建 築 物 と す る た め 、 認 定 行

為 や 建 築 確 認 行 為 で 担 保 す る ④ 。  

④ 住 民 や 事 業 者 が 積 極 的 に 景 観 づ く り に 取 り 組 め る よ

う 、 わ か り や す い 景 観 形 成 ガ イ ド ラ イ ン を 策 定 ⑤ す る 。  

⑤ 景 観 形 成 の 専 門 家 を ワ ー ク シ ョ ッ プ に 派 遣 す る 等 、

住 民 サ イ ド を 支 援 ⑥ す る 。  

 

③ 景観形成基準は、ゆるやかな規制誘導を行うものです。よって、担保するとまで言えるか疑義が

あります。また、景観形成基準は、景観計画に定めるものなので、①と分けて書かれていること

に違和感があります。 

① 「景観形成は、・・・存在する」となっており、主語述語の関係がおかしいです。よって、主語

が変わる文で、分を切るか、主語を「景観形成に関わる団体は」にするなど正しい構文にしまし

ょう。 

② そもそも、この項目が必要なのか疑義があります。 
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（ ２ ） 住 民 ⑦  

① 自 ら の 地 域 の 良 好 な 形 成 ⑧ の た め に 、 地 域 に お け る

景 観 資 源 を 発 掘 す る ⑨ 。  

② 自 ら が 景 観 づ く り の 主 た る 担 い 手 で あ る こ と を 認 識

し 、 良 好 な 景 観 形 成 の た め の ル ー ル 案 を 作 成 ⑩ す る  

③ 良 好 な 景 観 を 維 持 す る た め の 緑 化 や 清 掃 活 動 を 行 う 。  

 

（ ３ ） 事 業 者  

自 ら の 行 為 が 景 観 づ く り に 影 響 を 与 え る も の で あ る

こ と を 認 識 し 、 積 極 的 に 景 観 づ く り を 行 う 。 ⑪  以 上  

 

⑪ 抽象的であり、どんな取り組みなのか全く分かりません。 

⑦ 示されている取組みと景観法の関連性が不明です。問題は、景観への取組みではなく、法に基づ

く取り組みですよ。 

⑧ →「良好な景観形成」 

⑨ 発掘した後どうなるのかが分かりません。発掘しただけでは、良好な景観形成はできないと思い

ます。 

⑩ ルール案では、抽象的で何か分かりません。また、案を作ってどうするのですか。 

④ 問題には、景観法に基づくとあります。建築確認行為における担保は、建築基準法ではありませ

んか。 

⑤ これも景観法に基づく取り組みであるか疑義があります。 

⑥ ワークショップが何を目的にしたものか分からず、なぜ専門家の派遣が支援となるか判然としま

せん。また、ワークショップが何をするものなのか不明であるためか、これも景観法に基づく取

り組みといえるのか不明です。 


